
 

                                   平成 １９ 年 ３月 ２８ 日 

各  位 

                            ア イ フ ル    株 式 会 社 

                            代 表 取 締 役 社 長   福 田 吉 孝   

                            （ コ ー ド 番 号   ８ ５ １ ５ ） 

                            （ 上 場 取 引 所   東証第１部・大証第１部） 

                            問 い 合 わ せ 先   広 報 部 長 香 山 健 一 

                            ＴＥＬ  0 3 - 4 5 0 3 - 6 0 5 0（広 報 部） 

                                 0 3 - 4 5 0 3 - 6 1 0 0（Ｉ Ｒ 室） 

 

リスク管理委員会の設置について 
 

アイフル株式会社（社長：福田吉孝）は、リスク管理体制のさらなる強化を図るため、平成 19 年 4 月より、取締

役会の直属機関として「リスク管理委員会」を下記のとおり設置いたしますので、お知らせいたします。 
 

記 
１．リスク管理委員会設置の目的 

当社では、以前から、リスク管理を経営の重要課題として位置付け、コンプライアンス委員会によって法的リスク

情報を管理するとともに、経営企画本部内にリスク管理委員会および情報管理事務局を設置し、社内の潜在的または

顕在化したリスクを管理し、ＩＲ室、広報部および法務部等の関連部署との連携体制を整えてまいりました。 
このたび、リスク管理委員会を取締役会直属機関として設置し、リスクを横断的に統括管理することによって、リ

スクの未然防止および危機発生時の迅速対応の体制を強化し、企業価値の維持・発展・向上を目指します。 
 

２．リスク管理委員会の活動 
（１）リスクの定期的な把握、リスク回避・軽減策の検討、危機発生時に備えた対応の検討 
（２）危機発生時の指揮・各種対応指示 

 
３．リスク管理委員会メンバー 

（１）委員長 
代表取締役社長 

（２）メンバー 
コンプライアンス委員会委員長、経営企画本部長、 
コンプライアンス統括部・法務部・検査部・総務部・広報部の各担当取締役 

（３）事務局 
経営企画部内に各種リスク統括部署としてリスク管理課を設置し、リスク管理委員会事務局とします。 
 
 

 



 
（4）体制 

事務局が、各部門のリスク情報収集（一元管理）、リスク管理委員会への報告、リスク管理委員会の運営、

コンプライアンス委員会との随時連携を行います。 
また、リスクの内容に応じて、関連部署と協議いたします。 
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